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月
１
日
か
ら
、
医
療
保
険
制

１０
度
が
変
わ
り
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
、
老
人
保

健
制
度
で
医
療
を
受
け
て
い
る
方

は
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。　

　

今
回
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
、
市
報
と
一
緒

に
お
配
り
し
て
い
ま
す
。

　

９
月
の
市
議
会
定
例
会
で
可
決

さ
れ
る
と
、
次
の
よ
う
に
変
わ
り

ま
す
。

■
医
療
機
関
窓
口
の
患
者
負
担
割

合（
一
部
負
担
金
）が
変
わ
り
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
一
般
被
保
険

者
の
中
で
も
年
齢
に
よ
っ
て
窓
口

で
支
払
う
一
部
負
担
金
が
変
わ
り

ま
す
。

①
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
…
３
割
か

ら
２
割
負
担
に

②
３
歳
以
上　

歳
未
満
…
３
割
負

７０

担
（
現
行
ど
お
り
）　

③　

歳
以
上
…
１
割
負
担
（
一
定

７０
以
上
の
所
得
者
は
２
割
負
担
）

※
昭
和
７
年
９
月　

日
以
前
に
生

３０

ま
れ
た
方
は
、引
き
続
き
老
人
保
健

制
度
で
診
療
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
（
左
記「
老
人
保
健
制
度
で

医
療
を
受
け
て
い
る
方
」参
照
）。

■
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
が
変
更
に
な
り
ま
す

①　

歳
未
満
の
方
…
表
１

７０
②　

歳
以
上
の
方
…
表
２

７０
※
高
額
療
養
費
…
同
じ
方
が 
同

じ
月
に
、
同
一
の
医
療
機
関
に
支

払
っ
た
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な

っ
た
場
合
、
申
請
を
し
て
認
め
ら

れ
る
と
、
限
度
額
を
超
え
た
分
が

高
額
療
養
費
と
し
て
後
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢

が
変
わ
り
ま
す

　

老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
方

の
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
合
わ

せ
て
「　

歳
未
満
」
か
ら
「　

歳

７０

７５

未
満
」
に
５
年
間
で
段
階
的
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、　

歳
未
満
の
方
の
一
部

７０

負
担
は
、こ
れ
ま
で
ど
お
り
２
割

負
担（
被
扶
養
者
・
外
来
３
割
）で

す
が
、　

歳
以
上
に
な
る
と
、定
率

７０

１
割
負
担（
一
定
以
上
所
得
者
は

定
率
２
割
負
担
）と
な
り
ま
す
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 

内
線�
　

）
１４７１

■
対
象
年
齢
が
変
わ
り
ま
す

　

老
人
医
療
の
対
象
年
齢
は
、

「　

歳
以
上
（　

歳
以
上
で
一
定

７５

６５

の
障
害
の
あ
る
方
で
す
。
た
だ

し
、
平
成　

年
９
月　

日
ま
で
に

１４

３０

　

歳
以
上
の
方
（
昭
和
７
年
９
月

７０
　

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
は
、

３０
　

歳
未
満
で
も
、
引
き
続
き
老
人

７５保
健
の
対
象
者
に
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
老
人
医
療
受
給
者
証

は
、
９
月
末
に
お
送
り
し
ま
す
。

※
平
成　

年　

月
１
日
以
降　

歳

１４

１０

７０

に
な
る
方
は
、　

歳
に
な
る
ま
で

７５

は
引
き
続
き
現
在
加
入
す
る
医
療

保
険
で
医
療
を
受
け
ま
す
。

■
一
部
負
担
金
が
定
率
に
な
り
ま

す
　

医
療
機
関
等
で
支
払
う
一
部
負

担
金
は
外
来
・
入
院
と
も
医
療
費

の
定
率
１
割
と
な
り
ま
す
。
一
定

以
上
の
所
得
の
あ
る
方
は
２
割
の

負
担
と
な
り
ま
す
。　

■
老
人
保
健
制
度
の
自
己
負
担
限

度
額
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成　

年　

月
以
降
医
療
機
関

１４

１０

等
に
受
診
し
た
と
き
は
、
か
か
っ

た
医
療
費
の
１
割
全
額
を
医
療
機

関
等
に
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
高
齢
者
の
方
の
負
担
が
重
く

な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
、
外
来
・
入

院
と
も
１
か
月
に
支
払
う
自
己
負

担
限
度
額
に
は
上
限
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
（
表
２
）。

　

１
か
月
の
医
療
費
が
高
額
に
な

っ
た
場
合
に
は
、
市
の
担
当
窓
口

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
が

認
め
ら
れ
る
と
、
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
た
分
が
あ
と
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

※
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合

は
、
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
高
齢
福
祉
課
（
◯保
 
�
内
線　

）
２３３６

　
「
西
東
京
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
２

期
）」
の
中
間
の
ま
と
め
に
対
す
る
市
民
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

▽
と
き
・
と
こ
ろ　

①
９
月　

日
（
土
）
・
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
１
階

２８

会
議
室　

②
９
月　

日
（
日
）・
田
無
庁
舎
２
階　

・　

会
議
室

２９

２０２

２０３

※
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
１
時　

分
〜
４
時

３０

表２　７０歳以上の方の自己負担限度額（月額）

入　　　　院外来のみ

７万２,３００円（４万２００円）＋医療費が
３６万１,５００円を超えた場合は、超えた
分の１％を加算　
※（　）内は、過去１２か月以内に４回以
上高額療養費の支給があった場合

４万２００円
一定以上所得が
ある方

４万２００円１万２,０００一般

２万４,６００円
８,０００円

低所得者Ⅱ
（注１）

  
低
所
得
者 １万５,０００円

低所得者Ⅰ
（注２）

注１　低所得者Ⅱは、その属する世帯の世帯主および世帯全員が住
　　　民税非課税である方
注２　低所得者Ⅰは、その属する世帯の世帯主、および世帯全員が
　　　住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世
　　　帯に属する方
（年収例）単身世帯の場合（年金収入のみ）…約６５万円以下
　　　　　夫婦２人世帯の場合（年金収入のみ）…約１３０万円以下

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

老
人
保
健
制
度
で

医
療
を
受
け
て
い
る
方

①
西
東
京
市
の
高
齢
者
福
祉
の
体

系
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

社
会
参
加
、
健
康
づ
く
り
、
生

活
支
援
、
介
護
保
険
に
関
す
る
施

策
体
系
を
新
し
く
作
り
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
と

し
て
い
き
ま
す
。

②
新
し
い
高
齢
者
保
健
福
祉
施
策

を
検
討
し
て
い
ま
す

　

高
齢
者
の
自
立
を
支
え
る
健
康

づ
く
り
、
権
利
擁
護
な
ど
の
新
し

い
保
健
福
祉
施
策
を
計
画
の
中
に

盛
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。

③
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
が

変
わ
り
ま
す

　

介
護
保
険
事
業
計
画（
第
２
期
）

で
は
、
平
成　

年
度
〜　

年
度
の

１５

１７

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
（
基

準
額
）
を
試
算
し
て
い
ま
す
。

■
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画　

　

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
で
は
、

「
い
つ
ま
で
も
す
こ
や
か
で
、
い

き
い
き
と
し
た
暮
ら
し
を
支
え
あ

う
〜
み
ん
な
で
つ
く
る
・
新
し
い

ま
ち
西
東
京
市
の
高
齢
社
会
」
を

基
本
理
念
に
、
９
つ
の
基
本
目
標

を
新
た
に
設
け
、
施
策
を
推
進
し

ま
す
。

（
基
本
目
標
）

◎
活
動
的
な
暮
ら
し
の
支
援

◎
健
康
増
進
・
介
護
予
防
の
推
進

◎
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
け
る
自

　

立
生
活
の
支
援

◎
痴
ほ
う
性
高
齢
者
等
の
支
援
の

　

促
進

◎
痴
ほ
う
性
高
齢
者
・
寝
た
き
り
高

　

齢
者
等
の
介
護
者
支
援
の
拡
充

◎
利
用
者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
の
確

　

保
◎
相
談
体
制
の
整
備
・
充
実
、
情

　

報
の
発
信
・
受
信
・
集
約

◎
総
合
的
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

　

整
備

◎
地
域
環
境
の
整
備

　

ま
た
、
４
つ
の
基
本
的
な
視
点

に
立
っ
て
施
策
を
推
進
し
て
い
き

ま
す
。

（
基
本
的
な
視
点
）

◎
健
康
、
介
護
予
防
を
、
す
べ
て

　

の
施
策
の
基
本
に
考
え
ま
す
。

◎
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
あ
る
市
民

　

の
自
立
支
援
を
促
進
し
ま
す
。

◎
利
用
者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
の
実

　

現
を
図
り
ま
す
。

◎
支
え
あ
い
、
助
け
合
う
福
祉
の

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
実
現
し
ま
す
。

■
介
護
保
険
事
業
計
画

　

介
護
保
険
事
業
計
画
で
は
、
第

１
期
計
画
の
４
つ
の
基
本
理
念
で

あ
る
、
①
個
人
の
尊
厳
・
権
利
の

尊
重　

②
自
助
努
力
の
重
視　

③

地
域
社
会
・
社
会
連
帯
の
重
視　

④
市
民
の
参
加
の
重
視
を
第
２
期

計
画
に
お
い
て
も
継
承
し
ま
す
。

　

ま
た
、
基
本
目
標
は
、
新
た
に

６
つ
と
し
、
そ
の
目
標
に
沿
っ
た

施
策
を
展
開
し
ま
す
。

（
基
本
目
標
）

◎
介
護
の
社
会
的
支
援

◎
在
宅
介
護
の
重
視

◎
情
報
公
開
と
多
様
な
選
択
・
自

己
決
定
の
尊
重

◎
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
供
給
主
体
と

　

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
協
働

◎
利
用
者
の
権
利
擁
護

◎
健
康
づ
く
り
・
予
防
の
重
視

■
介
護
保
険
事
業
計
画（
第
２
期
）

に
向
け
た
保
険
料
一
次
試
算

　

介
護
保
険
制
度
で
は
利
用
者
の

自
己
負
担
１
割
を
除
く
保
険
給
付

（
９
割
）
費
用
の
半
分
を　

歳
以

４０

上
の
方
の
保
険
料
で
、
半
分
を
公

費
で
賄
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
第
１
号
被
保
険
者

（　

歳
以
上
）
は
、
保
険
給
付
の

６５

　
�
を
負
担
し
て
い
ま
す
が
、
平

１７成　

年
度
か
ら
、　
�
に
変
わ
り

１５

１８

ま
す
。

　

こ
の
前
提
条
件
の
も
と
で
、
試

算
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
市
民
懇
談
会
で
の
意

見
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
、
介

護
報
酬
単
価
の
改
定
等
の
変
動
要

因
を
考
慮
し
な
が
ら
、
介
護
保
険

運
営
協
議
会
で
さ
ら
に
検
討
を
進

め
ま
す
。
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西
東
京
市
で
は
、
市
内
の
す
べ
て
の
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
高
齢

者
保
健
福
祉
事
業
全
般
に
係
る
計
画
で
あ
る
「
高
齢
者
保
健
福
祉
計

画
」
と
、
介
護
保
険
事
業
を
対
象
と
す
る
「
介
護
保
険
事
業
計
画

（
第
２
期
）
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
は
「
西
東
京
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
検

討
委
員
会
」
が
、
介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
２
期
）
は
「
西
東
京
市

介
護
保
険
運
営
協
議
会
」
が
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、
中
間
報
告
を
と
り

ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
高
齢
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）、
介
護
保
険
課
（
�保
 
�
内
線　

）

２３３２

２３２１
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表１　７０歳未満の方の自己負担
　　　限度額（月額）

１３万９,８００円（７万７,７００円）
＋実際にかかった医療費
が、６９万９,０００円を超えた
場合は、超えた分の１％
を加算

一定以上所得が
ある方

７ 万２,３００円（４ 万２００
円）＋実際にかかった医
療費が、３６万１,５００円を超
えた場合は、超えた分の
１％を加算

一般

　３万５,４００円
（２万４,６００円）

低所得者
（住民税非課税）

（　）内は過去１２か月以内に４回以上高
額療養費の支給があった場合、４回目以
降の限度額

１０月１日から１０月１日から
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中
間
の
ま
と
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
概
要
版
）
を
９
月
中
旬
〜
下

旬
に
全
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。

　

お
配
り
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
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が
入
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て
い
ま
す
。
高
齢
者
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護
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険
事
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第

２
期
）
中
間
の
ま
と
め
へ
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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　国民健康保険・老人保健制度
　で医療を受けている方へ


